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審議した主な議案

議
案
審
議

■ 

第
１
回
臨
時
会
（
１
月
）
で
は
、
市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
補
正
予

算
案
１
件
を
可
決
し
ま
し
た
。

■ 

第
２
回
定
例
会
（
３
月
）
に
市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案
は
、
新

年
度
予
算
案
７
件
（
２
～
７
ペ
ー
ジ
）
の
ほ
か
に
、
条
例
に
関
す

る
議
案
８
件
、
補
正
予
算
案
７
件
、
そ
の
他
の
議
案
３
件
、
合
わ

せ
て
25
件
を
可
決
・
修
正
可
決
・
同
意
・
答
申
し
ま
し
た
。

■
委
員
会
提
出
議
案
は
、
条
例
改
正
案
１
件
を
可
決
し
ま
し
た
。

■ 

議
員
提
出
議
案
は
、
決
議
案
１
件
、
意
見
書
案
１
件
を
可
決
し
ま
し
た
。

■ 

審
査
し
た
陳
情
５
件
は
、
４
件
が
不
採
択
、
１
件
が
趣
旨
採
択
と

な
り
ま
し
た
。

　

主
な
議
案
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

市
長
提
出
議
案

■ 

質
の
高
い
市
民
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
た
め
組
織
体
制
を
整
備

羽
村
市
組
織
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　

【
主
な
内
容
】　

企
画
総
務
部
、
財
務
部
、

市
民
生
活
部
を
再
編
し
、
企
画
部
、
総

務
部
、
市
民
部
に
改
め
る
と
と
も
に
、

都
市
建
設
部
と
区
画
整
理
部
を
統
合
し
、

ま
ち
づ
く
り
部
と
す
る
も
の
で
す
。

【
施
行
日
】　

令
和
４
年
４
月
１
日

【
議
決
結
果
】　

原
案
可
決

質
疑

組
織
の
機
能
強
化
・
効
率
化
を
目

的
と
し
て
い
る
が
、
財
政
部
門
と
企
画

部
門
を
一
緒
に
す
る
こ
と
の
理
由
は
。

　
　

市
の
喫
緊
の
課
題
は
、
財
政
の
健

全
化
で
あ
り
、
一
体
的
に
強
力
に
行
財

政
改
革
を
進
め
て
い
く
た
め
の
体
制
と

し
た
。区

画
整
理
部
と
都
市
建
設
部
を
統

合
し
た
理
由
は
。

　
　

土
地
利
用
、
道
路
や
公
園
の
イ
ン

フ
ラ
整
備
、
区
画
整
理
を
は
じ
め
と
す

る
市
街
地
開
発
を
総
合
的
に
推
進
し
、

よ
り
良
い
ま
ち
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め

再
編
し
た
。

討
論

　

ま
ち
づ
く
り
部
の
再
編
は
、

区
画
整
理
の
検
証
に
も
沿
っ
た
施
策
と

し
て
評
価
す
る
。
こ
の
組
織
改
正
は
、

人
事
の
刷
新
、
羽
村
市
財
政
の
改
善
に

も
効
果
的
で
あ
り
、
賛
成
。 

（
世
論
）

■ 

満
１
０
１
歳
以
上
の
方
へ
の
敬
老

金
を
廃
止

羽
村
市
敬
老
金
の
支
給
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

【
主
な
内
容
】　

敬
老
金
の
支
給
要
件

を
満
88
歳
の
方
と
満
１
０
０
歳
の
方

に
改
め
る
も
の
で
す
。

【
施
行
日
】　

令
和
４
年
４
月
１
日

【
議
決
結
果
】　

原
案
可
決　

質
疑

１
０
１
歳
以
上
の
方
へ
の
支
給
を

廃
止
す
る
こ
と
の
影
響
額
は
。

　
　

令
和
４
年
度
は
対
象
者
42
人
、
２

１
０
万
円
と
な
る
。
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■ 「
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
軍
事
侵
攻
を
断
固
非
難
す
る
決
議
」

を
全
会
一
致
で
可
決
し
ま
し
た

議
員
提
出
議
案

議 案 審 議

■ 

議
員
報
酬
を
引
き
上
げ
る
条
例
を

修
正
可
決

議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬
及
び

費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

【
主
な
内
容
】　

特
別
職
報
酬
等
審
議
会

の
答
申
を
受
け
、
議
長
の
報
酬
を
月
額

１
万
円
、
副
議
長
、
常
任
委
員
長
、
議

会
運
営
委
員
長
、
議
員
の
報
酬
を
月
額

２
万
円
増
額
す
る
も
の
で
す
。

【
施
行
日
】　

令
和
４
年
４
月
１
日

修
正
案
の
提
出

　

議
員
報
酬
を
改
定
す
る
条
例
に
対
し
、

議
員
か
ら
修
正
動
議
（
修
正
案
）
が
提
出

さ
れ
、
採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
修
正

案
を
可
決
、
修
正
部
分
を
除
く
原
案
を
可

決
し
ま
し
た
。

【
修
正
案
の
内
容
】　

厳
し
い
財
政
状
況

や
市
民
・
市
内
事
業
者
が
コ
ロ
ナ
禍
の

影
響
を
受
け
て
い
る
状
況
に
お
い
て
、

市
議
会
か
ら
も
財
政
健
全
化
に
向
け
た

取
組
み
が
必
要
と
考
え
、
議
員
報
酬
の

改
定
を
先
送
り
し
、
施
行
日
を
令
和
５

年
４
月
１
日
に
改
め
る
も
の
で
す
。

【
議
決
結
果
】　

修
正
可
決

討
論

原
案
・
修
正
案
に
反
対　

議
員
報

酬
の
一
律
引
き
上
げ
は
市
民
感
情
に
そ

ぐ
わ
な
い
。
ま
た
、
報
酬
が
月
給
制
で

あ
り
続
け
る
こ
と
に
も
疑
問
が
あ
り
、

議
員
報
酬
の
あ
り
方
を
見
直
す
た
め
に

も
反
対
。 

（
新
緑
会
・
櫻
沢
）　

修
正
案
に
賛
成
　

審
議
会
で
決
定

さ
れ
た
こ
と
は
重
き
を
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
財
政
状
況
等

や
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
に
配
慮
し
、
修
正

案
の
と
お
り
、
一
定
期
間
の
先
送
り
は

や
む
を
得
な
い
。 

（
公
明
党
・
西
川
）

修
正
案
に
賛
成
　

多
摩
26
市
の
中

で
も
最
も
低
い
報
酬
で
あ
り
、
次
の
時

代
の
議
員
の
た
め
に
も
報
酬
は
引
き
上

げ
る
べ
き
だ
が
、
今
は
難
し
い
。
議
員

定
数
を
削
減
し
、
報
酬
を
上
げ
て
も
議

会
費
が
減
と
な
る
よ
う
求
め
て
賛
成
。

 

（
令
和
か
が
や
き
・
馳
平
）

修
正
案
に
賛
成
　

令
和
４
年
度
は
、

持
続
可
能
な
財
政
運
営
へ
の
転
換
に
舵

を
切
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
市
議
会
か

ら
も
財
政
健
全
化
の
取
組
み
が
必
要
。

市
の
財
政
状
況
が
改
善
す
る
ま
で
の
一

定
期
間
、
改
定
を
先
送
り
す
る
修
正
案

は
妥
当
で
あ
る
。 

（
新
政
会
・
秋
山
）

ロ
シ
ア
政
府
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
軍
事
侵
攻
を
断
固
非
難
す
る
決
議

　

令
和
４
年
２
月
24
日
、
ロ
シ
ア
政
府
は
一
方
的
に「
独
立
」承
認
し
た
ウ

ク
ラ
イ
ナ
東
部
地
域
の
集
団
的
自
衛
を
名
目
に
、
ロ
シ
ア
軍
を
侵
入
さ
せ
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
全
土
へ
の
攻
撃
を
開
始
し
た
。
ロ
シ
ア
軍
の
攻
撃
に
よ
っ
て
、

子
ど
も
を
含
む
多
数
の
犠
牲
者
が
出
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
行
為
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
主
権
と
領
土
を
侵
し
、
国
連
憲
章
、

国
際
法
を
踏
み
に
じ
る
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
侵
略
行
為
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
プ
ー
チ
ン
大
統
領
に
よ
る
核
兵
器
の
使
用
を
示
唆
す
る
発
言

は
、
最
悪
の
兵
器
に
よ
っ
て
国
際
社
会
を
威
嚇
す
る
も
の
で
あ
り
、
断
じ

て
容
認
で
き
な
い
。

　

羽
村
市
は
平
成
７
年
に
平
和
都
市
宣
言
を
行
い
、
核
兵
器
の
な
い
世
界

平
和
の
実
現
に
努
め
て
い
る
。
羽
村
市
議
会
は
羽
村
市
民
を
代
表
し
て
、

ロ
シ
ア
政
府
が
た
だ
ち
に
軍
事
行
動
を
中
止
し
、
軍
を
撤
退
さ
せ
る
こ
と
、

ま
た
国
際
社
会
が
、
ロ
シ
ア
政
府
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
反
対
の
一
点
で
団

結
し
、
侵
攻
を
止
め
さ
せ
る
こ
と
を
強
く
呼
び
か
け
る
も
の
で
あ
る
。

 

令
和
４
年
３
月
８
日　

東
京
都
羽
村
市
議
会

※ 

内
容
は
要
約
し
て
い
ま
す
。
詳
細
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
録
画
中
継　

（
３
月
８
日
・
25
日
分
）
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。



ぎかいのトビラ（令和 4.5.1） 10

議 案 の 議 決 結 果

■市長提出議案の議決結果

＜第２回定例会（３月）で全会一致となった議案＞

件名・概要 議決結果

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
地域手当に関する暫定措置を延長するとともに管
理職手当を改定するため、条例の一部を改正する。

原案可決

羽村市組織条例の一部を改正する条例
→Ｐ８参照

羽村市特別支援教育就学支援委員会条例の一
部を改正する条例
中学校に自閉症・情緒障害特別支援学級を設置
することに伴い、羽村市特別支援教育就学支援
委員会の委員の組織構成の見直しをするため、
条例の一部を改正する。

羽村市敬老金の支給に関する条例の一部を改
正する条例
敬老金の支給要件を毎年9月1日現在において、
市内に住民登録し居住している「満88歳」と
「満100歳」に改めるため、条例を改正する。

羽村市国民健康保険条例の一部を改正する条例
民法の一部を改正する法律に公布等に伴い、結
核医療給付金の支給判定に用いる所得の対象年
齢を20歳から18歳に引き下げるため、条例を改
正する。

令和4年度における羽村市長等の給料等の特
例に関する条例
市長、副市長及び教育長の給料等について、令
和5年3月31日までの間、一定の率の額を減額す
るため条例を制定する。

令和3年度羽村市一般会計補正予算（第12号）
歳入歳出それぞれ5億3,160万円を増額し、補正後の
予算額を歳入歳出それぞれ268億1,130万円とする。

令和3年度羽村市国民健康保険事業会計補正
予算（第2号）
歳入歳出それぞれ1億2,934万円を減額し、補正
後の予算額を歳入歳出それぞれ59億5,599万3
千円とする。

　

件名・概要 議決結果

令和3年度羽村市後期高齢者医療会計補正予
算（第2号）
歳入歳出それぞれ407万4千円を減額し、補正後
の予算額を歳入歳出それぞれ13億4,764万9千円
とする。

原案可決

羽村市介護保険事業会計補正予算（第3号）
歳入歳出それぞれ 387万5千円を減額し、補正後
の予算額を歳入歳出それぞれ40億530万3千円と
する。

令和3年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西
口土地区画整理事業会計補正予算（第2号）
歳入歳出それぞれ 44万2千円を増額し、補正後
の予算額を歳入歳出それぞれ16億6,641万1千円
とする。

令和3年度羽村市水道事業会計補正予算（第2号）
事務事業の確定等に伴う増減。

令和3年度羽村市下水道事業会計補正予算
（第1号）
収益的収入における予算科目の組替え及び、事
務事業の確定等に伴う増減。

東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に
ついて
令和3年度で終了する東京都後期高齢者医療の保
険料軽減措置を継続するため、規約を変更する。

人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求
めることについて
人権擁護委員の任期満了に伴い、木村兼江氏を
候補者として推薦したいので、議会の意見を求
める。

【任期】令和4年7月1日から令和7年6月30日

異議ない
旨答申

教育委員会教育長の任命について
教育長の辞職に伴い、儘

ま ま

田
だ

文雄氏を教育長に任
命したいので議会の同意を求める。

【任期】令和4年4月1日から令和6年9月30日

原案同意

＜第１回臨時会（１月）で全会一致となった議案＞

件名・概要 議決結果

令和 3 年度羽村市一般会計補正予算（第 11 号）
歳入歳出それぞれ 4 億 7,665 万円を増額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ 262 億 7,970 万円とする。

原案可決

＜令和4年度予算の議決結果＞

件名

（詳細は P2 ～ P7 をご参照ください）

会派名（数字は人数）
本会議での
議決結果

緑 公 令 共 新 ネ 世 自

(4) (4) (3) (2) (2) (1) (1) (1)

一般会計予算 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

原案可決

羽村市国民健康保険事業会計予算 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇

羽村市後期高齢者医療会計予算 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

羽村市介護保険事業会計予算 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理
事業会計予算

×
〇 〇 〇 〇 × × 〇

〇

羽村市水道事業会計予算 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

羽村市下水道事業会計予算 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
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議 案 の 議 決 結 果

◆会派とは、政治上の主義や政策が同じ議員の集まりで、議会活動を行う上での

　基礎となります。

櫻
さくら

沢
ざわ

　　康
やすし

梶
かじ

　　正
まさ

明
あき

高
たか

田
だ

　和
かず

登
と

濱
はま

中
なか

　俊
とし

男
お

中
なか

嶋
じま

　　勝
まさる

富
とみ

永
なが

　訓
のり

正
まさ

西
にし

川
かわ

美
み

佐
さ

保
ほ

石
いし

居
い

　尚
ひさ

郎
お

大
おお

塚
つか

あかね

馳
はせ

平
ひら

　耕
こう

三
ぞう

水
みず

野
の

　義
よし

裕
ひろ

山
やま

崎
ざき

　陽
よう

一
いち

公 明 党 令和かがやき 世　論

印
いん

南
なみ

　修
しゅう

太
た

自由民主党創生

門
もん

間
ま

　淑
ひで

子
こ

 

市民ネットワーク

浜
はま

中
なか

　　順
じゅん

鈴
すず

木
き

　拓
たく

也
や

日本共産党

秋
あき

山
やま

　義
よし

徳
のり

冨
とみ

松
まつ

　　崇
たかし

新 政 会新 緑 会

■各会派の賛否■ 　議案／ 〇…賛成　　×…反対　

 　陳情／ 〇…採択　　×…不採択　　□…趣旨採択　　　　　

■会 派 名■ 　緑…新緑会　　公…公明党　　　　　　　令…令和かがやき　　共…日本共産党

 　新…新政会　　ネ…市民ネットワーク　　世…世論　　　　　　自…自由民主党創生

凡　

例

※ 表中の二段書きは、
　会派内で賛否が分かれたことを表します。

＜第２回定例会（３月）で賛否の分かれた議案＞

件名・概要

会派名（数字は人数）
本会議での
議決結果

緑 公 令 共 新 ネ 世 自

(4) (4) (3) (2) (2) (1) (1) (1)

議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
の一部を改正する条例
→Ｐ９参照

〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 修正案可決

修正可決
×
〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 修正部分を除
く原案可決×

羽村市国民健康保険税条例の一部を改正する条例　
国民健康保険税の税率改正及び子育て世帯の経済的負
担の軽減を図るため、条例の一部を改正する。

〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 原案可決

■陳情の審議結果

件名
審査した

委員会

会派名（数字は人数）
本会議での

議決結果
緑 公 令 共 新 ネ 世 自

(4) (4) (3) (2) (2) (1) (1) (1)
羽村市議会会議規則に「議長が紹介議員
を任命する」を加える改正をもとめる件

議会運営
委員会 × × × × × × × × 不採択

羽村市の条例・規則で職員及び首長が請
願法の官公署であることを規定すること
を求める件

総務
委員会

× × × × × × × × 不採択

「羽村市憲法条例」の制定を求める件 × × × × × × × × 不採択
条例制定義務の課題を明らかにすること
を求める件 × × × × × × × × 不採択

消費税・適格請求書等保存方式（インボ
イス制度）の導入中止を働きかける国へ
の意見書提出を求める陳情書

□ □ □ ― □ □ ― □ 趣旨採択※

※ 趣旨採択を求める討論と採決（採択）を求める討論があり、まず趣旨採択を諮った結果、賛成多数で趣旨採択と
決定しました。

■議員提出議案の議決結果

件名 議決結果

ロシア政府によるウクライナへの軍事侵攻を断固非難する決議　→Ｐ９参照
原案可決

会計年度任用職員制度の改善を求める意見書

■委員会提出議案の議決結果

件名 提出した委員会 議決結果

羽村市議会委員会条例の一部を改正する条例 議会運営委員会 原案可決
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市政について問う

一
般 

質 

問

一
般
質
問
と
は
、
市
が
実
施
し
て
い
る
施
策
全
般
に

つ
い
て
の
議
員
の
質
問
で
す
。

第
２
回
定
例
会
で
は
、

３
月
１
日
、
２
日
、
３
日
の
３
日
間
に
わ
た
り

15
人
の
議
員
が
一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
要
旨
を
お
伝
え
し
ま
す
。

※
原
稿
は
、
議
員
自
身
が
要
約
し
作
成
し
て
い
ま
す
。

※
答
弁
内
容
は
３
月
時
点
の
も
の
で
す
。

個人にあった支援をさがすことができる
内閣官房のウェブサイト

《Ｑ》孤独・孤立対策の重点計画に取り組む姿勢を示しては

《Ａ》悩みを持つ方々が声を上げやすいよう周知に努める

孤
独
・
孤
立
対
策
の
充
実
を

　

長
引
く
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
、

孤
独
・
孤
立
の
問
題
が
一
層
深

刻
化
。
誰
に
で
も
起
こ
り
得
る

こ
と
で
あ
り
、
市
も
関
連
施
策

の
取
組
み
を
。

質
問
　
孤
独
・
孤
立
に
係
る
市

へ
の
相
談
状
況
は
。
ま
た
、
実

態
を
ど
う
捉
え
て
い
る
か
。

市
長
　
子
育
て
相
談
の
中
で
、

心
身
の
不
調
や
様
々
な
事
情
に

よ
り
家
族
の
支
援
が
受
け
ら
れ

ず
、
孤
立
の
状
況
が
見
受
け
ら

れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
直
接
的

に
孤
独
や
孤
立
を
訴
え
る
こ
と

は
少
な
い
状
況
で
あ
る
。

質
問
　
国
の
「
孤
独
・
孤
立
対

策
の
重
点
計
画
」
を
市
は
ど
う

捉
え
て
い
る
か
。
具
体
的
に
取

り
組
む
姿
勢
を
示
し
て
は
。

市
長
　
重
要
性
が
一
層
増
し
て

い
る
。
市
民
の
認
識
が
広
が
り
、

孤
独
感
や
孤
立
感
の
中
で
、

様
々
な
悩
み
を
持
つ
方
々
が
声

を
上
げ
や
す
い
よ
う
周
知
に
努

め
る
。

減
災
・
防
災
対
策
に
つ
い
て

　

羽
村
市
地
域
防
災
計
画
（
令

和
４
年
修
正
案
）
で
、
防
災
体

制
が
強
化
さ
れ
て
い
く
。

質
問
　
個
別
避
難
計
画
の
作
成

に
該
当
す
る
対
象
者
は
。

市
長
　
す
べ
て
の
避
難
行
動
要

支
援
者
と
な
る
。

質
問
　
計
画
策
定
の
主
体
は
。

市
長
　
市
が
作
成
主
体
と
な
り

優
先
度
の
高
い
方
か
ら
作
成
。

ご
自
身
や
家
族
、
地
域
の
方
の

作
成
も
可
能
。
情
報
は
市
が
一

元
管
理
す
る
。

質
問
　
命
を
守
る
近
隣
で
の
避

難
先
の
充
実
に
向
け
、
幅
広
い

分
野
で
協
定
拡
大
を
図
っ
て
は
。

市
長
　
避
難
場
所
の
確
保
は
大

変
重
要
。
市
民
の
皆
様
の
安
全

と
安
心
の
確
保
の
た
め
、
避
難

場
所
の
充
実
に
努
め
て
い
く
。

富永 訓正 議員（公明党）

根がらみ前水田のチューリップ
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《Ｑ》３歳児健診で弱視を発見できる屈折検査機器の導入を

《Ａ》国の補助を活用して４年度予算案に計上した

子
育
て
施
策
に
つ
い
て

質
問
　
３
歳
児
健
診
で
弱
視
を

早
期
発
見
で
き
る
屈
折
検
査
機

器
を
導
入
す
べ
き
と
考
え
る
が

ど
う
か
。

市
長
　
市
は
、
国
の
補
助
制
度

を
活
用
し
た
屈
折
検
査
機
器
の

購
入
経
費
を
令
和
４
年
度
予
算

案
に
計
上
し
た
。

３
Ｒ
の
推
進
に
つ
い
て

質
問
　
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー

に
併
設
さ
れ
て
い
る
リ
サ
イ
ク

ル
シ
ョ
ッ
プ
は
安
く
て
、
利
用

価
値
の
高
い
物
品
が
販
売
さ
れ

て
い
る
。
市
民
へ
の
周
知
を
よ

り
強
化
す
べ
き
と
考
え
る
が
。

市
長
　
今
後
も
市
公
式
サ
イ
ト

や
広
報
は
む
ら
な
ど
で
積
極
的

な
周
知
に
努
め
る
。

質
問
　
地
域
情
報
サ
イ
ト
を
運

営
す
る
企
業
と
の
協
定
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
販
売

を
検
討
す
べ
き
で
は
。

市
長
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
有

効
な
活
用
を
調
査
・
研
究
す
る
。

質
問
　
今
年
４
月
か
ら
「
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
資
源
循
環
促
進
法
」

が
施
行
さ
れ
る
。
市
へ
の
影
響
は
。

市
長
　
既
に
法
に
沿
っ
た
取
組

み
を
行
っ
て
い
る
。
今
後
、
国

や
他
の
自
治
体
の
動
向
を
踏
ま

え
検
討
す
る
。

質
問
　
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
の

削
減
の
た
め
、
「
水
は
む
ら
」

の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
販
売
を
中
止

す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

市
長
　
環
境
配
慮
の
面
か
ら
令

和
３
年
度
を
も
っ
て
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
水
「
水
は
む
ら
」
の
製
造

は
中
止
し
販
売
を
終
了
す
る
。

質
問
　
市
は
回
収
し
た
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
を
市
指
定
収
集
袋
に
リ

サ
イ
ク
ル
し
て
い
る
が
、
市
民

に
ア
ピ
ー
ル
す
べ
き
と
考
え
る

が
ど
う
か
。

市
長
　
今
後
、
市
の
姿
勢
が
広

く
伝
わ
る
よ
う
に
、
掲
示
方
法

等
に
つ
い
て
検
討

す
る
。

高田 和登 議員（新緑会）

３歳児健診の弱視発見に活用される屈折
検査機器

申
請
し
な
く
て
も

必
要
な
情
報
が
届
く
「
行
政

サ
ー
ビ
ス
」
へ
の
転
換
を

　

市
民
よ
り
、
気
付
か
な
け
れ

ば
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
な
い

こ
と
へ
の
不
満
の
声
を
耳
に
し

て
い
る
。
必
要
な
行
政
サ
ー
ビ

ス
に
つ
な
げ
る
プ
ッ
シ
ュ
型
サ

ー
ビ
ス
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
の
登
録
者
が
増
え
る
か
ど

う
か
が
一
番
の
ネ
ッ
ク
で
あ
る
。

質
問
　
現
在
実
施
中
の
マ
イ
ナ

ポ
イ
ン
ト
第
２
弾
は
、
マ
イ
ナ

ポ
イ
ン
ト
申
し
込
み
で
最
大
５

千
円
相
当
、
６
月
か
ら
は
健
康

保
険
証
と
し
て
の
申
込
み
や
公

金
受
取
口
座
の
登
録
で
、
そ
れ

ぞ
れ
７
５
０
０
円
相
当
の
ポ
イ

ン
ト
が
付
与
さ
れ
る
。
そ
れ
ら

の
メ
リ
ッ
ト
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

の
安
全
性
へ
の
周
知
は
。

市
長
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
交
付
時
な
ど
に
、
制
度
の
安

全
性
や
利
便
性
、
住
民
票
等
の

コ
ン
ビ
ニ
交
付
の
利
用
方
法
の

ほ
か
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
事
業

に
つ
い
て
説
明
し
、
安
全
な
ご

利
用
を
支
援
し
て
い
る
。

質
問
　
千
葉
市
の
よ
う
に
プ
ッ

シ
ュ
型
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
し

て
、
市
民
が
市
の
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
ア
カ
ウ
ン
ト
を
登
録
す
る
こ

と
で
各
対
象
者
へ
「
受
給
で
き

る
可
能
性
が
あ
る
」
な
ど
通
知

を
送
る
取
組
み
を
行
っ
て
は
。

市
長
　
他
自
治
体
の
情
報
を
収

集
し
、
羽
村
市
で
の
効
果
を
検

証
し
、
導
入
を
検
討
す
る
。

高
校
生
相
当
ま
で
の
子
ど
も

医
療
費
助
成
の
拡
大
を

質
問
　
高
校
生
相
当
の
医
療
費

助
成
を
実
施
し
て
は
。

市
長
　
制
度
内
容
を
把
握
し
た

う
え
で
実
施
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
く
。

■
そ
の
他
の
質
問

母
子
健
康
手
帳
の
充
実
に
つ
い
て

西川 美佐保 議員（公明党）

《Ｑ》ＬＩＮＥを活用し、受給の可能性などを通知しては

《Ａ》羽村市での効果を検証し、導入を検討する

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第
２
弾
の
お
知
ら
せ
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財
政
健
全
化
の

取
組
み
に
つ
い
て

質
問
　
経
常
収
支
比
率
が
５
年

連
続
で
１
０
０
％
を
越
え
て
い

る
が
、
そ
の
原
因
は
。

市
長
　
歳
入
で
は
税
制
改
正
や

企
業
の
業
績
悪
化
な
ど
に
よ
る

市
税
の
減
収
に
よ
り
、
平
成
27

年
度
か
ら
大
き
く
落
ち
込
み
、

現
在
も
回
復
し
て
い
な
い
こ
と

が
要
因
で
あ
る
。
ま
た
、
歳
出

で
は
扶
助
費
や
繰
出
金
な
ど
の

社
会
保
障
経
費
が
増
加
し
て
い

る
こ
と
が
要
因
で
あ
る
。

質
問
　
市
が
借
り
て
い
る
土
地

建
物
の
年
間
の
賃
借
料
は
。

市
長
　
令
和
４
年
度
予
算
で
は
、

１
億
１
１
０
７
万
円
で
あ
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
応
に
つ
い
て

質
問
　
濃
厚
接
触
者
に
は
当
た

ら
な
い
が
不
安
に
感
じ
て
い
る

場
合
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た

ら
良
い
の
か
。

市
長
　
相
談
等
に
つ
い
て
は
、

東
京
都
「
新
型
コ
ロ
ナ
・
オ
ミ

ク
ロ
ン
株
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
」

で
相
談
も
受
け
付
け
て
い
る
。

ま
た
、
市
保
健
セ
ン
タ
ー
に
お

い
て
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
関
す
る
相
談
を
受

け
て
お
り
、
発
熱
等
の
症
状
の

有
無
や
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
希
望

の
有
無
な
ど
、
相
談
者
の
状
況

に
応
じ
て
、
適
切
な
医
療
機
関

や
各
種
窓
口
の
紹
介
な
ど
を
行

っ
て
い
る
。

質
問
　
保
育
園
が
閉
鎖
と
な
っ

た
場
合
、
臨
時
で
対
応
す
る
施

設
は
あ
る
の
か
。

市
長
　
自
宅
保
育
が
難
し
い
場

合
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
の

「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
事
業
」
や
、
羽
村
市

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の

「
育
児
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
」

の
利
用
を
ご
案
内
し

て
い
る
。

冨松 崇 議員（新政会）

《Ｑ》市が借りている土地建物の年間の賃借料は

《Ａ》１億１１０７万円である

市内の新型コロナウイルス感染症の発生状況

川崎 4 丁目埋蔵文化財発掘調査対象地区

羽
村
駅
西
口
土
地
区
画
整
理

事
業
の
現
状
と
今
後
に
つ
い
て

質
問
　
川
崎
４
丁
目
、
羽
東
２

丁
目
の
区
画
整
理
地
区
内
の
埋

蔵
文
化
財
調
査
の
進
捗
は
。

市
長
　
当
初
の
想
定
を
超
え
る

出
土
品
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、

時
間
を
要
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
調
査
工
期
を
適
宜
見
直
し

進
め
て
い
る
。
現
時
点
で
75
％

程
度
の
進
捗
段
階
で
あ
る
。

質
問
　
地
権
者
は
、
一
刻
も
早

い
整
備
完
了
を
心
待
ち
に
し
て

い
る
。
川
崎
４
丁
目
地
区
は
、

令
和
５
年
４
月
に
使
用
が
可
能

と
聞
い
て
い
る
が
ど
う
か
。

市
長
　
令
和
４
年
度
当
初
予
算

案
の
議
決
を
い
た
だ
い
た
後
、

新
年
度
早
々
に
工
事
に
着
手
す

る
予
定
と
し
て
い
る
。
お
約
束

し
て
い
る
令
和
５
年
４
月
に
は
、

皆
様
方
の
仮
換
地
先
が
使
用
で

き
る
よ
う
、
全
力
で
取
り
組
ん

で
行
く
考
え
で
あ
る
。

質
問
　
議
決
し
た
令
和
５
年
度

ま
で
の
債
務
負
担
行
為
は
、
予

定
通
り
に
行
う
と
一
般
質
問
で

も
答
弁
し
て
い
る
が
、
該
当
期

間
に
仮
住
ま
い
し
て
い
る
人
に

何
か
影
響
は
あ
る
の
か
。

市
長
　
事
業
に
ご
理
解
と
ご
協

力
を
い
た
だ
い
て
い
る
関
係
者

の
皆
様
、
現
在
、
仮
住
ま
い
を

さ
れ
て
い
る
権
利
者
の
皆
様
、

合
意
に
向
け
た
移
転
交
渉
過
程

に
あ
る
皆
様
に
不
利
益
が
生
じ

る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
そ
の
対

応
を
図
っ
て
行
く
。

質
問
　
今
後
の
区
画
整
理
に
つ

い
て
の
方
針
を
問
う
。

市
長
　
こ
れ
ま
で
の
変
遷
や
経

過
、
事
業
の
現
状
な
ど
を
踏
ま

え
た
う
え
で
検
証
を
行
い
、
今

後
の
事
業
の
最
適
な
進
め
方
を

導
き
出
し
て
行
く
。

秋山 義徳 議員（新政会）

《Ｑ》２月末に工期予定終了の埋蔵文化財調査の進捗は

《Ａ》現時点で 75％程度の進捗段階
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令和３年度の成人式の様子

令
和
４
年
度
の羽

村
市
に
つ
い
て

成
年
年
齢
の
引
き
下
げ
に
つ
い
て

質
問
　
令
和
４
年
４
月
か
ら
18

歳
が
成
人
と
な
る
が
、
今
ま
で

ど
お
り
成
人
式
を
行
う
の
か
。

教
育
長
　
令
和
４
年
４
月
以
降

も
引
き
続
き
、
20
歳
を
対
象
と

し
て
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
１
月

の
第
二
月
曜
日
の
成
人
の
日
に

式
典
を
実
施
す
る
。
成
年
年
齢

の
引
下
げ
に
伴
い
、
式
典
の
名

称
に
つ
い
て
、
変
更
を
検
討
し

て
い
る
。

防
災
に
つ
い
て

質
問
　
自
主
防
災
組
織
の
構
成

や
活
動
状
況
に
つ
い
て
、
市
は
、

ど
の
程
度
把
握
し
て
い
る
か
。

市
長
　
各
町
内
会
・
自
治
会
の

防
災
部
等
を
中
心
に
39
組
織
が

設
置
さ
れ
て
お
り
、
各
組
織
や

避
難
所
の
地
域
ご
と
に
、
防
災
・

減
災
に
つ
い
て
の
訓
練
や
、
知
識

の
習
得
、
物
資
や
食
料
の
備
蓄
、

避
難
行
動
要
支
援
者
の
把
握
な

ど
、
防
災
に
関
し
て
幅
広
く
活

動
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

羽
村
駅
西
口
土
地
区
画

 

整
理
事
業
に
つ
い
て

質
問
　
控
訴
審
の
訴
訟
費
用
は

ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

市
長
　
羽
村
市
が
、
平
成
26
年

12
月
17
日
付
け
で
行
っ
た
事
業

計
画
変
更
決
定
の
取
り
消
し
を

求
め
る
東
京
高
等
裁
判
所
に
お

け
る
訴
訟
費
用
は
、
控
訴
の
印

紙
代
、
郵
券
代
な
ど
の
実
費
と

控
訴
審
の
弁
護
委
任
契
約
の
着

手
金
の
合
計
で
、
６
２
５
万
５

０
０
円
を
平
成
30
年
度
に
支
出

し
て
い
る
。
判
決
の
言
い
渡
し

ま
で
は
、
特
段
の
費
用
負
担
は

生
じ
な
い
が
、
判
決
が
確
定
し

た
後
の
成
功
報
酬
と
い
っ
た
費

用
が
発
生
す
る
こ
と
が
見
込
ま

れ
て
い
る
。

櫻沢 康 議員（新緑会）櫻沢 康 議員（新緑会）

《Ｑ》18歳が成人となるが今までどおり成人式を行うのか

《Ａ》20歳を対象として式典の名称を変更し実施する予定

小
学
校
に
お
け
る

教
科
担
任
制
の
導
入
に
つ
い
て

質
問
　
小
学
校
で
導
入
さ
れ
る

教
科
担
任
制
と
は
。

教
育
長
　
小
学
５
・
６
年
生
の

英
語
、
算
数
、
理
科
、
体
育
を

対
象
に
、
教
科
ご
と
に
決
ま
っ
た

教
員
が
教
え
る
仕
組
み
で
あ
る
。

質
問
　
小
学
校
で
教
科
担
任
制

が
導
入
さ
れ
る
背
景
と
目
的
は
。

教
育
長
　
児
童
の
学
力
向
上
、

き
め
細
か
な
指
導
の
実
現
、
中

学
校
へ
の
移
行
を
ス
ム
ー
ズ
に

す
る
「
中
１
ギ
ャ
ッ
プ
」
の
緩
和
、

教
員
の
働
き
方
改
革
で
あ
る
。

質
問
　
専
科
指
導
の
対
象
教
科

と
し
て
、
算
数
、
理
科
、
英
語
、

体
育
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
４

月
か
ら
市
内
の
小
学
校
で
は
、

ど
の
教
科
が
教
科
担
任
制
に
な

る
の
か
。

教
育
長
　
４
月
か
ら
、
市
内
全

て
の
小
学
校
５
・
６
年
生
の
教

科
担
任
制
を
実
施
す
る
こ
と
は

難
し
い
。
羽
村
市
で
は
優
先
的

な
科
目
を
指
定
せ
ず
、
従
前
ど

お
り
専
門
的
な
知
識
や
経
験
の

あ
る
教
員
を
理
科
や
英
語
の
教

科
担
任
と
し
て
指
名
す
る
方
法

や
、
学
級
担
任
間
で
授
業
交
換

を
す
る
な
ど
、
工
夫
し
な
が
ら

段
階
的
に
行
っ
て
い
く
。

質
問
　
小
中
一
貫
教
育
の
中
で

行
っ
て
き
た
中
学
校
の
教
員
に

よ
る
小
学
校
で
の
授
業
と
同
様

に
、
中
学
校
の
教
員
が
小
学
校

の
教
科
担
任
制
を
受
け
持
つ
こ

と
が
で
き
る
か
。

教
育
長
　
中
学
校
教
員
の
担
当

教
科
は
、
兼
務
発
令
に
よ
り
担

当
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

た
だ
し
、
中
学
校
教
員
は
勤
務

校
で
授
業
が
あ
る
。
中
学
校
で

の
担
当
教
科
の
授
業
を
し
な
が

ら
小
学
校
で
の
授
業
を
行
う
に

は
、
時
間
割
の
調
整
が
課
題
と

な
る
。

梶 正明 議員（新緑会）

《Ｑ》小学校で導入される教科担任制とは

《Ａ》高学年の教科ごとに決まった教員が教える仕組み

中学校教員による６年生の英語の授業
（小作台小学校）


